
宮崎県内の中小企業 ・ 小規模事業者の皆さまへご案内

宮崎県では、令和 7 年度最低賃金の改定に伴い、従業員の賃金を引き上げた中小企業等を対象に

               　　万円の支援金
を支給します。
１事業所あたりの上限は50人分（350万円）

従 業 員
1人当た り 7

支 給 対 象 者

県内に事業所を有する中小企業、

またはこれに準ずる者（公益法人、

協同組合等を含む）

税務署に開業届出書を提出し、

従業員を 1 名以上雇用して

事業を行っている者

【※詳しくは、チラシ裏面をご覧ください。】

法 人 個人事業主

令和７年３月３１日時点で時給１,０２２円以下の雇用労働者の賃金を、
令和７年１１月１６日（最低賃金適用日）までに時給１,０２３円（令和７年度最低賃金額）
以上に引き上げたこと。

①

対象となる労働者が、原則、申請時点において、県内事業所に勤務する正規及び非正規の
雇用労働者であること。ただし、週所定労働時間が２０時間以上であること。

②

事業所内の全ての労働者の賃金が最低賃金額以上であること。③
引き上げ後の賃金水準以上を本支援金の支給決定から１年間継続する見込みがあること。④
対象の雇用労働者について、対象期間を同じくする賃上げを目的とした他の助成金等を
受給していない、あるいは受給予定がないこと。

⑤

支 給 要 件

支援金の支給額は、７万円に上記の要件を満たす雇用労働者数を乗じて得た額とする。
ただし、１事業所あたりの上限は５０人分（３５０万円）とする。

支 給 額

申 請 期 間
※予算額に達した場合は、申請受付を予定より早く終了します。

令和　年　月　 日（月） ～  令和　 年　  月　   日（水）まで������� �

宮崎県内の中小企業 ・ 小規模事業者の皆さま 申請方法など詳細は裏面をご覧くださいぜひ、ご活用ください！

賃上げ対応
緊急支援金



https://www.miyazaki-chinage.jp


